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「第５回農協のあり方についての研究会」議事要旨

日 時：平成１５年１月２４日（金） １０：００～１２：３０

場 所：農林水産省第２特別会議室

協同組織課長：定刻になりましたので、ただ今から第５回「農協のあり方についての研究

会」を始めさせていただきます。

、 、 、 、 。本日は 牛尾委員 梅津委員 橋本委員 門傳委員が御欠席でございます
本日は、農協関係者、農業資材販売業者の方からヒアリングを行うことと

しております。

また、説明者として農協系統から２名の方においでいただいておりますの
で併せて御紹介させていただきます。

越後さんとう農業協同組合営農部長の今井さんです。

アイアグリ株式会社代表取締役社長の玉造さんです。
全国農業協同組合中央会の山田専務です。

全国農業協同組合連合会の田林理事長です。

また、一月に農林水産省の人事異動がございまして経営局担当の審議官が
替わりましたので御紹介させていただきます。

山田審議官でございます。

それでは座長よろしくお願いします。
今 村 座 長：それでは、本題に入りたいと思います。

本日は、前半と後半に分けまして、前半は農協関係者、それから農業資材

販売業者の方から御意見をいただき、そのうえで御意見御質問をいただきた
いと思います。後半に、農協改革に対する全中・全農の見解についての報告

をいただき、委員の方々からの御意見御質問をいただきたいと考えておりま

す。
終了時間は、いつもより少し伸ばしまして１２時半を予定しております。

それでは、まず最初に改革に取り組んでおられます今井部長さんから、経

済事業改革への取組状況について御紹介いただきたいと思います。

ヒアリング資料につきましては、事前に各委員の皆様にお送りしておりま
すので、ポイントを中心に１０分程度でお願いします。

それでは今井部長よろしくお願いします。

今井参考人：私どもＪＡ越後さんとうにおいての、農協改革への取組み内容につきまし
ての事例報告ということで御案内させていただきます。また、考え方につき

ましては、今後のあり方についても若干触れさせていただきたいと思ってお

ります。
私どもＪＡ越後さんとうは、二つの経営理念を持っておりまして、第一点

が「環境に優しい未来農業をめざして」ということ。第二点目は「地域とと

もに地域社会との共生」ということで、この二点の理念に立ちＪＡのあり方
についての考え方を整理しているところでございます。特に、消費者に軸足

を置いた生産活動と販売活動に誘導していきたいということと、ＪＡが地域

の司令塔として事業の展開を進める事です。行動基準につきましては「すぐ
やる 「必ずやる 「できるまでやる」という考え方で整理しております。」 」

また、経済事業改革の取組事例ということで資料がお手元に渡っているかと

思いますが、時間の関係で一部端折らせていただきます。
先ず改革事例の販売戦略についての考え方でございますが、やはり食の安

全と環境対策を重点に置きながらマーケティング戦略を築いていきたいとい

うことでございます。また、併せまして生産工程管理記帳運動におきまして
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は、トレーサビリティ導入とういうことで平成１５年度からの全面展開に向

。 、け体制整備に入っております これが販売戦略の大きな考え方になりますし

一方で忘れてはならないのが、担い手育成ということになります。やはり生
産集団の育成が非常に重要になってくるんだろうと思っております。

資料の２ページ、直売所を設置するなど地産地消を推進し農家の所得を向

上させる取り組みですが、これを地域全体に根を下ろす場合での考え方でご
ざいますが、やはり地産地消ということになりますと直売事業というものが

絡んでまいります。これが、当地域におきましては６町村それぞれが販売高

１億円を目指そうということで取り組んでおりまして、女性の皆さん方を中
心として、百人委員会というものを各町村とも設立しようということで頑張

っております。それから特産品の開発でございますが、今後期待されるとこ

ろとしては、経済不況下でございますので、やはり元気の出る農業、あるい
は地域ということで、職業無料紹介所を通じた高齢者や地域住民などの雇用

機会の創出ということを忘れてはならないんだろう思います。また、もう一

。 、つは特産品を何に求めるんだろうということでございます 私どもの管内は
積雪が０メートルから多いところでは４メートルございます。このなかでも

既に今、施設園芸ということでハウス栽培、あるいは露地栽培もということ

で欲張っておりますけれども特産品創出に向けまして着々と準備を進めてい
るところでございます。このようなことで資料を御覧いただけるとお分かり

いただけるだろうと思います。

それから主産の米でございますけれども、資料の３ページになります。今
後の米戦略の考え方につきましては、マーケティング戦略というものが一番

重要になり、従来の集荷業者というＪＡの立場から脱却し販売を主眼とした

中での生産誘導ということになってまいりますので、トレーサビリティとい
う問題も避けて通れないということになるだろうと思っております。

、 、更に 土壌分析等により適正量の化学肥料の使用やハイレベル食味値誘導

土づくりなどＩＴ技術をうまく使いながら環境に優しい農業というものを目
指しており、今のところ米につきましては、ＩＴを非常に有効的活用をして

いるところでございます。なお、後段にも出てまいりますが、米のトレーサ

ビリティ導入計画にあっては、管内の販売農家耕地面積は約４９００ヘクタ
ールございますが、１５年産米から全ほ場一筆管理方式に基づきまして全銘

柄導入が決定しているということで御認識いただければと思います。

４ページでございますが、営農支援ということになりますと、担い手の確
保ということが出てまいります。ここでは、やはり法人経営体あるいは認定

。 、農業者への農地集積が大きな使命となります 併せて経営支援となりますと

当然このエリアへの営農支援といたしましては農家の簿記、あるいは青色申
告へ向けての対策ということを忘れてはならないと思います。それでこの１

月１日からの農業収入におきましては、農家経営の支援システムが全て確立

しましたので、新潟県全域で使えるようなシステム作りが終了しまして、一

般農業者から法人形態、あるいは今後集落営農の特定農業法人（一般企業で
の株式会社）になった場合におきましても、これが連動する仕組みとなって

おりますので革命的技術ができたということで喜んでおります（事業主体＝

新潟県農協電算センター 。）
４ページの、コスト低減でございますが、現在の段階では主に資材の価格

対策だけで約３％ほど削減しております。今後の方向性にあっては１５年度

の対策ということになってまいりますので、ここでは割愛させていただきた
いと思います。

５ページの都市農業の関係になりますが、今現在、私どもの周りの自然環

境というものは非常に豊かでございます。恵まれた自然環境を上手に使いつ
つ、お米のこだわり米生産や、また更には、先ほど出てまいりました職業の
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無料紹介所等を通じながら、都市住民・地域の消費者、生活者との皆様とリ

ンクしたなかでのグリーンツーリズム型の事業を展開しようということで

す。平成１６年からの事業展開に向け越路町で進められている越路原活性化
夢物語プランに基づき、着工に向け着々と準備を進めております。

次に、農協の営農・経済事業のあり方ということで、先に経済事業につい

て御案内申し上げたいと思います。６ページになりますが、これは今回の御
指摘にもございますように、やはり私どもＪＡには経営改善というものは避

けて通れないものであると思っております。昨年の７月から各事業部門の改

革ということで営農・経済・総務の３部門において部門別の改革委員会を立
ち上げております。経済事業につきましては１２月に理事会答申をし承認を

得ております。何をやめて何をやるかということを一番の基本とし、改革の

第１ステップといたしましては、昨年の１０月をもちましてＡコープ３店を
閉鎖いたしました。これでＡコープ店舗は全店閉鎖されました。また、この

課題整理に当たりましては、６ページの（１ （２）に書いてありますの）、

で後ほど御覧いただきたいと思います。なお、今回の答申につきましては７
ページに内容が書いてございますが、基本的には旧ＪＡの施設・要員につき

ましては、現状のままで継続し事業の展開を図ってきましたが、２期連続の

赤字部門の解消と自己解決すべき課題として、合併後３年目の１５年度にお
きましては （３）に７点要約しておりますように、６ページ２）の各部門、

について改革をやろうということで平成１５年度にスタートの予定です。な

お総務部門につきましては、割愛させていただきます。なお、改革原案につ
きましては、部門にこだわることなく１６年４月開催の総代会に提案する予

定です。

次に８ページの営農指導事業でございますが、営農指導のあるべき姿とい
うことで、地域の司令塔として何をやるのかということを、きちんと確信を

持った中でやらなければならないという位置付けで考えております。特に、

新潟県のような米主産県でありますと、今後の戦略といいますのは私ども独
自の販売戦略というものを考えた中での付加価値販売、あるいは法人経営体

等の育成だろうということです。また、２）につきましては、ＪＡ内部とい

たしましての体制整備ということで考え方を整理させていただいておりま
す。特に今求められておりますのは、営農指導員の資質の向上、プロ化とい

うことになりますが、この件につきましては、やはり行動計画と数値目標の

進捗管理が一番重要になってくると思っております。
１１ページの米政策改革大綱後においての考え方は、本日は時間がござい

ませんのでお話申し上げませんが、一事例といたしまして、全国に向けて何

かお役に立てばということで添付資料を付けさせていただきましたので、後
ほど目を通していただければと思います。

最後になりますが、９ページの米のトレーサビリティの関係で御案内申し

上げたいと思います。

この案件につきましては、昨年、一部の販売業者による農産物の偽装表示
問題等で消費者の皆様方に非常に御迷惑をお掛けしておりますが、米や農産

物を取り扱うＪＡグループの一員としては心外な行為として心を傷めており

ます。さて私どものＪＡでは、平成１５年度から管内全域の農産物について
トレーサビリティの導入決定をしております。ＪＡ越後さんとう「安全・安

心・健康」生産運営規程を整備し生産活動を実施する規程です。この推進対

象農産物はＪＡ越後さんとう管内に農地を所有する者及び耕作者により生産
された農産物です。ただ、花と地域特産物については適用農薬の関係から省

かせていただいております。

次に平成１５年産の米の生産基準ですが１２月の定例理事会で決定致しま
した。今年度のシステム案につきましては下段のほうに何点か要約いたしま
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したように、このような手法で延べ３３ページの冊子を作りまして、職員は

１月１５日、１６日の３回シリーズとして４００人の職員全員、２月の集落

座談会、３月の生産者大会と皆さんに徹底いたしまして、地域の合意形成を
図りつつ、これらのトレーサビリティに全面展開するということで決定して

おります。

持ち時間になりましたので、以上で終了させていただきます。
今 村 座 長：ありがとうございました。膨大な資料がございますし、前もって冊子もお

配りしてありましたのでお分かりになったと思いますが、後でまた御意見・

御質問をいただきたいと思います。
それでは、引き続きまして農業資材販売会社「アイアグリ」を経営されて

おられる玉造さんからアグリビジネスから見た農協について御意見を伺いた

いと思います。１０分程度でお願いします。
玉造参考人：アイアグリの玉造でございます。私どもから見た農協さんという命題を頂

いておりますので簡単に説明させていただきたいと思います。

まず私どもの会社の概要につきましてお手元の資料を見ていただくとお分
かりだと思いますが、要約しますと私どもの会社は１５年前に創業いたしま

した。現在において３０拠点の店舗を持っております。総店舗売り上げが、

８５億ということでございます。さらには所在地といたしまして、その資料
のように大まかに１０地区にそれぞれ数店店舗があるということで、全国に

点在しているという状況でございます。それから、１店舗当たりの売り上げ

規模が基本的に３億円ということになっております。まあ売り上げを（店舗
数で）割りますと、３億円をちょっと切っておりますけれども開店して半年

とか３ヶ月の店舗も入っておりますのでおおよそ３億円という形で現実的に

は２億４、５千万からだいたい６億ぐらいの間でぶれていると思っておりま
。 、 、 、す 今回該当します 農業資材という観点で 店の売り上げを見てみますと

私どもの売り上げ全体ですと３億円ですけれども、おおよそ農業資材のシェ

アーは６０％～７０％ぐらいの水準でございまして、全体を見ますと６５％
というシェアーでございます。その資材を、五つの区分に分けており、農業

資材、農薬、肥料、農業機械、包装資材とそれぞれがありましておおよそ農

業資材全体で、３０店舗で５８億円という形でそう大きな売り上げというわ
けではございません。

今後私どもがどういう事業展開をするかということにつきまして、先程も

話しましたように、１５年経過してますけれども、現実的には３０店舗とい
うことで、私どもの基本は、先程説明が遅れましたけれどフランチャイズ方

式による出店を基本的に考えていまして、フランチャイズ企業に参入したの

が、平成６年度でございましておおよそ８年目に入っています。基本的には
関東以外については、フランチャイズ展開です。２００３年度、今年より新

たなフランチャイズ戦略を打ち出し、数年以内に５０店舗網を考えており、

最終的には２００店舗を構築するということを目的にしているわけでござい

ます。さらに基本的なフランチャイズ戦略としまして、当面は関東に集中出
店することを考えていまして、千葉、茨城に関しては直営店がございますの

で、南関東を中心に店舗展開を開始したいと考えております。

私どもの３０店舗はおしなべて兼業農家、さらには高齢化が進む高齢の専
業農家を対象として事業を行っておりますが、今後いろんな意味で専業農家

の活動が増えていくという前提で昨年より専業農家に向けて色々な展開をし

始めたという状況でございます。
私どもは１５年前に、この業界を何も知らず参入したわけですが、その当

時は農薬・肥料に値段を付けて売るということが許されなかった時代でござ

いまして、業界として、私ども色々な制約を受けながらやって来ておりまし
た。しかし現在におきましては、農薬・肥料を中心に需要が大きく減少して
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いる環境でございまして、大きな意味でのビジネスの障害というものは以前

から比べると非常に小さくなってきたと思っております。私共は１５年前に

新業態という形でこの事業に参加したわけでして、新しい業態を作るという
ことで、当然、旧業態の反発を招くのでして、それを克服していくのが新業

態を開発する部分の大きな命題だと自覚しております。

私共の視点から見ますと、現在のＪＡの事業と私共の事業につきましては
特別の外圧といいますか、そういう大きなものはないだろうと思っておりま

す。全体の市場規模からみますとＪＡの市場占有率は非常に高いために、Ｊ

Ａのちょっとした言動にメーカー等が大きく反応してしまいます。これは、
業界の悪い習慣だと思っております。

２ページ目の我々から見た農協ということですけれど、私共とは生産資材

での競合が各地で起こってまして、アグリビジネスととらえましても、販売
から、生産資材といくつかに分かれていますけれど、私共生産資材のビジネ

スとしまして農家という形でひとくくりに見ないということは、設立当時か

ら考えておりまして、私共のメインは兼業農家や菜園農家といったいわゆる
小規模の零細農家というものを対象として、スタートしたわけでございます

し、当然、兼業であるがために農薬使用量は少ないという前提でございまし

て、小さい需要ですから買いに来てくれるだろう、というところが基本的に
はビジネスの発端でございます。特に兼業農家においては、ＪＡさんの統合

あるいは広域流通というものがだんだん広がっていくとともに農家の不便さ

というものが、我々の店の利用客の増加という部分から、我々の店へ移行し
ていると言うことは全国的な店舗の状況で容易に把握できると思っておりま

す。

それと専業農家は、数は少ないですけれど、資材の購入量が多いので、専
業農家をどうするかということが、私共の将来の事業のポイントかなと考え

ております。しかし、この分野は圧倒的にＪＡの機能もさる事ながら、組合

員という関係の中で培ってきたものがありまして、この分野は単なる私共物
売りという状況の中ではなかなか参入がしづらいと思っております。ただ、

近年は、生産資材の低減ということがＪＡ組織を上げてアピールしているた

めに、農家自身も現実的には農産物の下落というものが続いている訳でござ
いますし、そういう意味で安い資材を買いたいという動きは当然起こってく

るわけでございまして、従来から見ますと若干増加しています。ただ私共は

専業農家に関しましては、ただの物売りという部分では難しいので何か工夫
をこらしながら参入をしていきたいと思っておりますし、先ほどのＪＡの広

域流通あるいは統合による変化あるいは生鮮品、農産物を取り巻く環境が大

きく変わってきていますので、この辺と連動して、新しい切り口があるので
はないかと思っています。

私共から見ますとＪＡと競合する点、現実的には私共の取り扱う商品を考

えても、事業拠点から考えましても、競合というほど私共の事業規模は大き

くありませんが、１５年間の決算を見てきたなかで率直な形で表現させて頂
きますと、そこに書いてありますけれど、私共は一つの店舗に１万数千点の

商品を並べていまして、その中に汎用品、たとえば農薬の水稲用の除草剤と

いうような汎用品のものと、それを補てんする商品と組み合わせて、小売業
の考えでいいますと「粗利ミックス」という考え方で片側は３％でも２％で

も、あるいは原価でもそれによる償却あるいはお客への満足度というものを

与えることにより、総合的に商品を売っていくという商品点数を武器に一つ
の経営というものが、私共の店舗ではなっております。

しかし、今のＪＡの姿を見ていますと、現実的にはＪＡ本来の生産資材の

、 、販売方式は予約注文ですから そうたくさんの予約注文ができるはずはなく
当然数量のあるものが予約される状況になってくるだろうと思います。した
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がって、それは私共も当然でございますし、近年全国的に参入してきていま

す、ホームセンターの汎用品の状況を考えていきますと、非常に大変かなと

思っております。さらには、従前のＪＡのもともとのマージンといいますか
粗利が１０％前後と低いなかで、さらにこういう競合が進んでいくと非常に

難しい。この粗利が落ちる、あるいは商品といいますか、販売形態を工夫す

る必要があるのかなと思っております。
さらに最近私共の店舗にも農家の方が来て（ＪＡが取り組んでいる）２０

％削減が行き渡っておりまして 「下がる、下がった、下がらない」という、

いろんな意味で話題となっていますけれども、私共この商品を１５年扱って
おりますけれども、現実的には２０％下げるという部分は大変難しい事でご

、 、 、ざいまして 私共会社自身も現実的には平均か 部分かは別と致しましても

。 、２０％を下げられる要素はそうたくさん残っておりません したがいまして
どうも雰囲気的に２０％という言葉が一人歩きしていると思ってますし、そ

れに対する農家の期待が非常に大きく膨れあがっております。したがいまし

て、その一割とか大きな安売りをしますと非常に広範囲の所から店に買いに
来られるという現状がございます。

それから近年特にホームセンター、それから私共、既存の専門店、さらに

は中心でありますＪＡの価格競争が、いろんな業種が混在している地域にお
いては非常に盛んに価格競争が行われております。しかし、競争のない地域

では、価格差が非常に大きなものがありまして、地域によりましては実際組

合員が構成している農協でありながら、農協と組合員の軋轢というものが大
変大きなものがあると感じられているわけでございまして、この中で、全体

の２０％という目標と具体的に何をするかという部分が見つからない現状で

は絵に描いた餅にすぎないと思ってますし、部分的にはできているものも当
然あるだろうと思いますけれども、タイトルの割には進みにくい構造これは

メーカーも含めましてさらに需要が落ちているという現状においては大変難

しいことだなと思っております。
以上、私共のポイント的に起こっている現象をお話しさせて頂きました。

これは全国的に起こっている現象ではなく、あくまで私共の事業の範囲の中

で気付いたという形で発表させて頂きました。ありがとうございました。
今 村 座 長：ありがとうございました。それでは今井営農部長、それから玉造社長から

お話し頂いた事について、御質疑頂きたいのですが。前半後半少しずつ違う

ものですから、先ず今井さんの方に何かご質問、ご意見、どなたかございま
すか。

水 谷 委 員：今井さんのお話に感服致しました。経営という点になりますと将来を見越

してやってらっしゃると思うんですけれども、例えば米が多い越後としまし
ては価格の見通しはどのようにお考えでしょうか。おそらく価格は下がって

行くだろうと私は思っていますが、そういったことを念頭においていろいろ

おやりなんでしょうか。その辺をお伺いしたいと思いますが。

今 村 座 長：では、今井部長さんお願いします。
今井参考人：価格の問題で質問頂きましたけれども、私は新潟米につきましても価格に

つきましては若干下がるだろうという考え方を持っております。ただ、下が

るというのは構造的な問題で発生してくるんだろうと思いますが、担い手の
関係がどの段階で法人化されるのかということによって切り替わるんだろう

と思っています。ですから、今の認定農業者のあり方そのものの考え方をど

こで集落営農経営体に変更できるかが課題だと認識しております。その経営
体育成期間中の、３年あるいは５年後には米価は復活するだろうという考え

方を持っております。

又、米価の下落により当然、生産所得が農家にとりまして下がって参りま
すので、大豆、大麦、そば、野菜、果樹、畜産等の生産流通販売を視野に入
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れた総合産地化ということで、私どもの方でレジメの試案を作らせて頂きま

した。販売のエリアといたしましては日本国内あるいは生産地サイドでの地

産地消を進める一方で、今後の日本農業は販売戦略上、輸入に恐れることな
く（関税化引き下げ率にもよるが）日本の製造業関係者が外国に出て就業さ

れている実態があることを認識し、逆に私どもの方が輸出の先制攻撃を掛け

なくてはならない時期になってきたのではないかという視点で考えていま
す。総合戦略の中で経営体の育成と合わせて所得確保を図っていくというこ

とです。さらに所得確保を図る視点からすると加工事業を導入し、６次産業

化あるいは３次産業化の取り組みを進めるということにもなります。地域の
今採り野菜を使っての加工事業というものは今後大幅に伸び、都市交流を含

、 、めた戦略づくりと 地域づくりが求められることから複合的な考え方の中で

整理したいと思います。
今 村 座 長：品川委員どうぞ。

品 川 委 員：経済事業なり、農業資材なりの事業で、系統との取引がどれくらいの率を

占めているか教えていただけますか。
今 村 座 長：今井部長お願いします。

、 、今井参考人：私どもの管内は 非常に農家の皆さん方が販売戦略に関心をお持ちですし

この視点から営農事業を展開しています。営農関係の資材、肥料・農薬に関
しましては面積予約方針で誘導しております。例えば、肥料の予約は、水田

土壌の化学的な分析を通じまして、面積予約方針に切り替わっております。

そんなことでだいたい、肥料、農薬、生産資材とも８割程度を今堅持できて
いるという情勢であります。

、 。松 﨑 委 員：お話を聞いていて 改革されているので心強いなという感じを受けました

また、水谷さんの方からもお話がありましたけれども、価格の問題と今、世
の中がＦＴＡを各国と結ばないと日本の経済が成り立たないということで各

国とやっているが、そのときの一番のネックが農業なんですね、ご承知のと

おり。そのときに一つは価格で戦う方法ともう一つは付加価値で、今のブラ
ンド力とかで戦っていくことになると思いますが、今のお話でＦＴＡで米を

全部、自由ということはないかもしれませんが、その中で戦っていけるのか

どうかということが一つ。
もう一つの問題は、農業人口がどんどん減っていくということは、日本の

人口も２０５０年には１億人になってしまう、６５歳以上が３６．何％。ま

ず農業をできる方が非常に少なくなると、それに対する手だてを今からやっ
ておかないと日本の農業がダメになってしまうんじゃないかなと、経団連で

も、農業とは言っていませんけれども、海外の人材を入れるというような提

案もしておりますけれども、そこら辺のことについて将来の担い手をどうや
っていけばいいんだという、そこの二つを聞きたいと思います。

今 村 座 長：今井さん、ＦＴＡ対策の考え方、人材といいましょうか若者をどういうふ

うに入れていくか。

今井参考人：まず、担い手育成を先に説明させて頂きます。お手元資料の１０ページそ
れから、２９ページの御説明をしていきたいと思います。今程ご質問のあり

ました、担い手の問題がどうなるのかということでは、２９ページから先に

御案内申し上げます。私も地域農業の今後のあり方につきましては米改革の
大綱を受け、今後予想される農業をどう展開すべきか自分なりに考え方を整

理してあります。その具体的手法のひとつとして、越路町の地域農業システ

ムづくり委員会と現在討議中ですが、販売戦略のフローチャートを見て頂き
ますと、真ん中に卵形の円が描いてございます。生産者育成の考え方につき

ましては、６区分（生産者＝事業所）してございます。

付属資料Ｎｏ．１の資料の１０ページにも同じ組織図が出て参りますが、
今後、認定農業者あるいは法人形態にした中での事業展開をはかっていく予
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定です。しかし、農業所得の経済効率だけを追求して参りますと、集落の文

化や福祉等の文化性、社会性の追求といった二つの大きな課題が発生して参

ります。そこを打破する方法として私共が考えております集落営農経営体育
成にあっては、卵の真ん中の上段に生産者と書いておきましたが、実は、そ

れぞれの経営体が事業所という考え方を持っております。これは農家個人で

あったり、あるいは法人組織、それから機械の共同利用のような任意生産組
織、さらには認定農業者 （これは若手の４５歳未満の認定農業者を考えて、

おります ）それから家族経営協定者 （これにつきましては男女共同参画。 、

法において認定農業者の奥様方が家族経営協定を結んでおります ）もう一。
つ忘れてならないのが生き生き元役対策ということでの現役高齢者の組織化

です。高齢化社会が進む中になって農村部は現役高齢者の活躍が非常に大き

くなって参ります。
この人達の雇用創出に向けた施策、つまり今後ＪＡはどうあるべきかとい

うことは、図表中央部に示してありますように、職業の無料紹介所事業、あ

るいは経営体の一元経理、あるいはＪＡ内部危機管理整備体制、中山間地域
の担い手育成ではＪＡの出資法人の立ち上げなど数多くの整備が求められま

す。今後、総合産地化を目指す場合の施策として、産地づくり推進交付金等

の今回の新しい施策が米政策大綱では３点ほど、細分化しますと６点ほど示
されております。この施策を有機的に結合したなかでの労働力提供と活用に

より法人育成を図りたいという考え方を持っております。この中での村づく

り形成は、近隣集落と手を結んだなかでの経営体育成を考えています。その
中に６つに組織化（事業化）をし、集合体として地域営農活性化委員会を作

る予定です。その下に農地の利用集積を図り、最終的には複数集落の農地を

管理する農業団体の生産法人化を図る、要は株式会社的（特定農業法人化）
になります。そんななかで今後の経営体を育成してはどうかという考え方で

ございます。

また、集落経営体育成につきましては女性の感性のしなやかさを忘れては
ならないという観点から、そこに地域の地産地消を織り込みますと総合的な

事業展開が図れるのではと思います。株式会社化（特定農業法人化）した場

合の連結決算をどうするのかという話が出て参りますが、連結決算経理シス
テムも完成致しました。よって、これらを有機的に結び付け、集落営農によ

る経済効果を発揮したいという考え方で取り組んでおります。内容につきま

して鋭意組合員の皆様方と協議中でございます。なおこの販売戦略を受け、
１０ページの組織育成ステージをご覧下さい。これも一つの構造改革になる

かと思います。右半分が男性的な役目の経済効果を期待する部分でございま

す。左側の方は、女性感覚を重視し、文化・社会性の追求を期待する部分で
ございます。最終的には中程に記載しておきましたが、それぞれの相乗効果

を求めながら農業組織の育成を図っていきたい。又、これらの総合的な力に

より消費者重視、あるいは市場重視型の食料自給率向上を図っていきたいと

いうシステムですので御覧頂きたいと思っております。
第２点目の米の関係でのＦＴＡ後の関係でございますが、消費者に軸足を

置くべきだと考えております。環境問題を考えていきますと当然付加価値化

というものになりブランド化というものが発生して参ります。現在私どもも
鋭意努力しておりますが、なかなか価格にそれらのものが反映されていない

ということで苦慮しております。やはり日本農業の食料自給率向上というこ

とになりますとこれらをクリアーしていかないと経営体の育成ができないと
考えております。このことから今後とも付加価値化、ブランド化につきまし

ては、各商品つまり、生鮮農産物には、全部網がけを行ってていくという考

え方でございます。
今 村 座 長：それでは今井さんにまだ質問があるかもしれませんが、また後で時間を取
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りますので、玉造さんについてご質問をどうぞ。

小 島 委 員：玉造さんからユニークなお話を伺えて非常に勉強になりましたが、２、３

質問させていただきたい。
フランチャイジーを選ばれたのはどのような基準なのか、今までの肥料店

や農機具商店を中心にして選ばれているのか、あるいは全然別個に新しくフ

ランチャイジーを探して企業を選ばれているのか、それが１点。
それから商品点数ですが、１万何千点ということを言われましたが、それ

だけの商品を売っていくということになりますと、かなりの商品知識が必要

になりまして、コンビニのようにはいかないと思いますが、商品知識につい
ての教育なり店員の習熟度はどうしているのかということが第２点。

ＪＡの在庫コストは広域流通網によって非常に低下したとおっしゃたと思

いますが、そちらのフランチャイジーの在庫のコストはどの程度なのか、売
り上げに対してどれくらいの在庫を持っているのか。収益に影響を与えてい

ないのかということをお答え願えますか。

今 村 座 長：それではよろしく。
玉造参考人：まず、フランチャイズシステムの加盟企業ですが、農業というのは特殊な

環境でございまして、フランチャイズ事業を始めて、時間が経ちましたけれ

どあまり加盟店はないというのは、基本的にあまり募集はしてなかったんで
す。それで今のフランチャイズ企業の大半は農業資材、肥料・飼料のいわゆ

る問屋さんみたいなところが中心となって、フランチャイズ事業を我々と一

緒に始めましょうということで業界経験者を中心に集めております。
それと、商品点数の問題ですけれど、当然、この３０店舗の商品点数、そ

れぞれの店舗ですと、８千だったり、１万だったり、１万５千だったり店舗

によって差があります。しかし、全体まとめると約６万ぐらいの点数が現実
的にはございます。私ども３０店舗は基本的には、本部を中心としたコンピ

ューターシステムの中で商品マスターの管理がされているという部分です。

当然肥料屋さんがフランチャイズ企業として店舗を出されましても、肥料の
知識はあるけれど農機具あるいは農薬の知識はないということですし、農薬

、 、の問屋さんが始めても機械の知識はないということで 私ども創業してから

フランチャイズ事業に参入するまでの８年間、自社の直営店で、特に機械等
は壊れますので、そういう商品の部分の蓄積をしてきて、現実的には店舗の

後ろにサポートセンターという部署がございまして、全国の店舗、店頭でお

客様に聞かれたこと、苦情をバックヤードに情報を受ける仕組みができあが
っております。

さらには、私どもの方から、フランチャイズ店舗向けにいろんな情報、そ

れから商品についての商品知識の資料等を基本的には月に３回か４回は送付
しております。コンピューターを利用して、情報の配信ということも行って

。 、 、 、おります 年に４回ほど 全国の店長を一同に集めまして 商品の説明とか

技術的な説明をいたしております。

在庫という部分ですが、店舗の平均在庫としては大体６千万円ほどの在庫
を持っております。それから裏側に先程お話したように、情報のバックヤー

ドと現実的には在庫のバックヤードと両方ありまして、裏側では１億５千万

ぐらいのセンター在庫がございます。しかし、６千万の在庫は３億円の売り
上げがあるわけでございまして、かけ算しても年に５回転ほどしております

ので、十分に支払といいますか決済サイトの中では基本的には回っている。

、 、逆に言いますと 農業資材の需要は春と秋と両極端に分かれておりますので
この期間の在庫回転率は凄い回転をしておりますので、現実的には資金的な

コストはそう大きくないと思っております。

今 村 座 長：その他、どうぞ岸さん。
岸 委 員：玉造さんにまず教えていただいて、その後で今井さんと全農の田林理事長
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にもお伺いしたいことがあるんですけれど、具体的には自宅の近くに親しく

している農家がおりまして、この前やってきまして、水田の除草剤の話なん

ですが、非常に具体的な話をしてくれまして、私よく知りませんけどＤＰＸ
剤という商品があるんだそうですね。かなり前から出ている商品で、いわゆ

る商系ではザークＤという商品名で売られている。農協系ではプッシュウル

フというんだそうでございますけれども、その値段のことを私が聞かれて答
えられなかったんです。

もう１０年以上も前から彼はそれを使っているんだそうですけど、その値

段のことなんですが、当時はいわゆる商系も農協も２６００円だったと言,
うんです。それが現在いくらで買っているかというと、商系で買うと１ ６,
００円から１７００円で買える、ところが農協から買うと２３００円だと, ,
言うんです。彼の加入している農協は決して悪い農協ではないんです。私か
ら見ているとなかなかよくやっている農協なんです。いったいこの差はどこ

から出てくるのか。玉造さんが見ていて、どんな感じを持っているのか。も

ちろん彼の場合かなり大きくやっているので、小売りとは違うかもしれませ
ん。

もう一点、農協の場合、なかなか大口の需要者と非常に小さい農家との値

段の区別がしにくいということはあるんだと思うんですが、その点は外から
といいますか、アグリビジネスから見ていらっしゃってどのように思われま

すか。

今 村 座 長：分かる範囲で結構ですので。
玉造参考人：ＤＰＸ剤、特にザークのたぐいですと、基本的に農家の方もよくご存じな

いんですけど、寒冷地用と暖地用と大きく２つに分かれておりまして、基本

、的には暖地用ですと２０００円くらいが基本的な価格だろうと思いますし,
成分が倍入っておりますので、特に関東、東北以北については、３ ４％と.
いうのが中心で、２ ５００から２ ６００円は当然しているだろうと思いま, ,
す。こういう部分が、先程お話しましたように、ホームセンターというもの
が出現しまして、全国ネットワークを持っているホームセンターがチラシを

入れますから、その辺の現実の農薬の細かい特性が無視されて、価格だけ一

人で走っているというのが現状です。
ＤＰＸ剤というのは非常に古い剤でして、その後、どんどん改良されてき

ております。特に競争の原理からいいますと、最大の競争は戦わないことで

差別化を図るという理屈で、基本的には農協さんはじめ専門店の方はこのザ
。 、 、ークは卒業されていると思います 従いまして 余り売りたくない剤ですが

我々もそうですし、ホームセンター等は、全国の水稲除草剤でみますとこれ

が断トツにでかいシェアーで、いわゆる売れ筋と称するもので、農業資材の
観点と一般消費財の観点が違うために起こっている現象だと思います。売れ

るものならどんどん安くして売れというのが一般流通の常識でございます。

これをチラシを入れてガンガン売っているということで、およそ１ ６００,
円台から１ ９８０円という間で一般的な我々の商流の中では販売されてい,
るだろうと思います。専門店、農協さんで、現実的にはこの剤を売っている

のは極めて少なくて、新しく開発された商品に移っておりますので、そちら

を強力に推進している。ですから、どの流通チャンネルでもありますけど、
汎用品と育てていかなければならない商品の認識の違いが現実的には、価格

の差という形で写っているのかなと思います。

今 村 座 長：ありがとうございました。今井さん、もし分かれば。使っているとか。
今井参考人：今ほどお話がありましたようにザークにつきましては、私どもも使ってお

りません。正規使用から外してございます。といいますのは、今回の安全・

安心流通のシステムの中におきまして、私どもの産地では、先程委員の皆さ
んからお話しありましたように、今後の付加価値化なりブランド化する場合
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どうするのかというお話がありましたが、農薬の使用量に強く制限をかけよ

うということです。今回、農水省特別栽培農産物ガイドラインの見直しが図

られ、減農薬栽培だけでは市場流通ができなくなり、特別栽培に一本化され
、 。るということでは 減農薬・減化学肥料に限定されるということになります

当時のＪＡこしじでは平成８年あたりからそういう時代が来るだろうという

ことで、私どもが特別栽培の試験栽培を始めまして、１０年から全面切り替
えに入ったということです。全農系統の中ではミスターホームランという除

草剤がありまして、これはフロアブル剤、粒剤それから投げ込み剤がありま

すが、同じ使用成分系列商品で卓越した効果が期待出来ます。商品販売する
際にも、消費者（生産者）の皆さんが選択しなくても同じ剤を用いた３つの

種類がございますので利便性があります。お米の販売で表示する際にも１つ

の使用成分名を記載すれば良く、消費者の皆さんに安心して届けられます。
ところが、２つ３つの剤を使いますと、複数の農薬が出て参りますので、ど

うしても消費者の皆さんが多くの農薬を使用されているのではないかと不信

感を招く可能性があるということで、私どもは極力全地域とも特別栽培に変
更しようということで今戦略を作っております。残念ながらザークＤは使っ

ておりませんのでお許し願いたいと思います。

岸 委 員：ザークでなくてですね、よく農家の方から農協で買うと高いという意見が
ありますよね。そのことについてどう思われますか。

今井参考人：価格対策の問題は、今の話の中でも申し上げましたが、農薬の選択手法も

その一つと考えています。又、私は今後、各集落営農活性化協議会というこ
とで６つの組織を立ち上げると申し上げましたが、その中に生産購買原価委

員会という委員会を組織し審議をし、情報開示することを提案しています。

農協が価格を決めるのではなくて、生産者の皆さん方から価格を見ていただ
、 。 、 。いて 悪ければ入札制度をやって行く つまり 生産者参加型の委員会です

又、農協が流通形態をどう変えるのかによって生産原価も変わって参ります

ので、キチッとお諮り申し上げて、価格を決めていただくという風に考え方
。 、を整理しております 集落営農活性化協議会の３月の立ち上げに向けまして

この案内をしております。昨日も「米政策改革大綱後のあり方」について、

今日提出しました資料とその他関連資料を案内し、６町村と指導機関から参
加を頂いて、その対策を打っている最中でございます。１年後になりました

ら明快なことがご報告できると思いますのでよろしくお願いします。

、 、 。 。今 村 座 長：その他 もう時間があまりないんですが どうしてもという方 和田さん
和 田 委 員：お二人にお伺いしたいのですが。生産資材を販売される店舗の休日がどう

なっているか。全国一律なのか、地域によって違う、時期によって違うとい

うことなのかもしれませんが、大雑把にアイアグリの方と今井さんの方と、
休日の設定の仕方について伺いたいと思います。

今 村 座 長：では、今井さんの方から。

今井参考人：生産資材の休日対応ということでございますが、私どもは農繁期だけ、土

・日・祝祭日について店舗を開設しております。一般の事務所関係は全店舗
とも購買取扱は廃止という形で決めておりますので各中央支店３店舗に集約

しております。

今 村 座 長：玉造さん。
玉造参考人：基本的には、１月１日の休日以外は年中無休で、朝は８時から夜は１９時

までというのが基本戦略でございます。ただし、一部の地域によりまして、

正月４日まで休むとか、お盆の１３日だけ休むとか、地域的な特徴はありま
すが、基本戦略としては、年中無休ということを一つのうたい文句で店を運

営しております。

今 村 座 長：まだ、ご質問、ご意見あるかと思いますが、この後、全中の山田専務、全
農の田林理事長から農協改革に関するご報告を頂き、その上で、それに関連
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してお二方にご質問、ご意見いただければと思います。時間の関係で先に移

らさせていただきたいと思います。

これから山田専務、田林理事長にご報告いただくわけですが、始めに田林
理事長から一言ご挨拶があるということでございますので、簡単にお願いし

ます。

田林理事長：貴重な時間をいただきまして、一言今回のことについてお詫び申し上げま
す。１月１６日に全農は、大臣から福岡県本部のお茶の製造加工につきまし

てＪＡＳ法違反ということで５日間の業務停止及び再度の業務改善命令を受

けました。このことは、消費者及び生産者あるいは関係する皆さんに大変迷
惑をお掛けしたということで、心からお詫び申し上げます。今のお話があり

ましたように、顔の見える産地、正直、新鮮、安心・安全ということを掲げ

、 、て農協ブランドを信用し利用していただいてきた消費者の皆さん それから
それに応えるために農協ブランド確立のために汗を流してこられた生産者の

皆さん、農協の指導者の方々に対して、大変今回の事件は大きな悪影響を与

えた、信頼を損なわせたということで、本当に心から申し訳ないというふう
に思っております。また、取引に関係されている方々や、今日のようにあり

方研究会や農協改革にご指導、ご協力を下さっている方々、あるいは行政の

皆さん心からお詫び申し上げます。消費者の皆さんに本当を言えば信頼を高
めて生産者の農協の支援をしなければならない全農が、このような事態を再

び引き起こしたということを痛切に反省をしております。一刻も早く、県本

部、子会社を含む管理監督体制を再編強化いたしまして、役員から現場職員
にいたるまで、意識の改革を徹底し、農水省からの命令を直ちに実施するこ

とに全力を挙げております。先の子会社全農チキンフーズの不祥事の改善対

策を実施している最中、再びこのような事を引き起こしたことについて、Ｊ
ＡＳ法違反、八女産と表示をしながら他県産の茶葉をブレンドし、使ってい

たということについて、徹底した教育が必要であろうと思っています。指示

されております全事業の点検につきまして、会長、理事長が陣頭指揮で張り
つめた気持ちで取りかかりたい。加工場・製造部署は特に念入りに、それか

ら取扱商品の袋・容器についての表示、一点一点について、水も漏らさない

。 、徹底的な調査を行いたい 今度こそ法令違反をしない偽りのない組織として
再生し、事業に取り組んでいきたいと思います。３月には全農の改革の３か

年計画を発表いたします。今後とも、皆さん方のご指導、ご協力をお願い申

し上げますと同時に、全中及び農林中金ともよくタイアップしながら、全農
の改革については進んで参りたいと思っております。

ただ、農業協同組合はどうしても全農と農協が法人として異なる組織であ

ります。株式会社とは違って、協議・合意を前提として事業を進めておりま
す。スピードが劣る点や手間がかかる点いろいろありますが、着実に進んで

行きたいと思っておりますので、そうしたこともご理解いただきたいと考え

ております。お願いを申し上げお詫びの挨拶としたいと思います。

今 村 座 長：では、早速時間の関係もありますので、全中の山田専務さんからご報告い
ただきたいと思います。資料３に基づいてお願いします。

山 田 専 務：こういう機会をいただきありがとうございます。資料３の最初の４枚をめ

くっていただきますと、また１ページがまいりますけれど、これが前回の研
究会におきまして見解として求められた事項をまとめたものであります。見

解を求められた事項ごとに整理しているわけではないのですが、それぞれの

事項には応える形でまとめているところであります。御指摘いただいた事項
は今後の我々の取り組みとして活かしていこうと考えているものですから、

ついついボリュームが大きくなってしまったわけです。

１ページから４ページ、これは要約したものですから、それをもちまして
説明させていただきたいと思います 「営農・経済事業改革に関するＪＡグ。
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ループの取り組みについて」ということでまとめました。

最初は 「ＪＡ改革に対する基本姿勢」であります。ご案内のとおり、農、

協は戦後、小規模自作農の協同組織として発足しまして、我々も大きな役割
をそれぞれ果たしてきたと思っております。併せまして事業・組織も大きく

拡大してまいりました。ご指摘の様に、その後、農産物貿易の自由化や経済

全体の構造変化のもとで、農協のあり方も問われることになっているわけで
す。これまでも合併、連合会同士の統合等の組織整備、労働生産性の向上、

経営組織の近代化に取り組んできているわけですけれど、事業環境の大きな

変転の中で抜本的な改革が求められているということでございます。 これ
らの改革の理念はそこに枠で囲ってあります４つだと考えております 「安。

全・安心な国産農産物の消費者への提供」でありますし、さらに「担い手の

育成を始めとした地域資源の有効な活用対策 、さらには「農業の持つ多面」
的機能の発揮を通じた地域環境を提供すること 、さらに「地域に根ざした」

協同活動への参画」であろうかと思います。

次に本研究会で最も焦点になっております営農・経済事業の改革について
であります。２つあろうかと思います。大きく拡大してきた事業範囲や、さ

らに「平等」を前提として事業活動を行ってきましたが、それが限界にきて

いることを踏まえて、組合員・消費者に選択してもらえるＪＡにしていくこ
と、その基本をもちまして５つの戦略にまとめてみました。

以下、枠の中に５つ書いております。１点目は、地域の競争環境と経営資

源に応じた「選択と集中」でありますし、２点目は 「選択と集中」を進め、
る上での戦略的提携と外部化といっておりますけれども、ＪＡグループ外部

の経営資源の活用も含めた事業の外部化も図っていく必要があると思いま

す。２ページに入りまして、３点目は、これまでの事業システムの見直しに
ついてでありまして、そこに括弧書きで書いてありますけれども、３段階の

機能分担、集荷中心の販売事業、一律的な事業方式を抜本的に見直すという

ことであります。４点目は、営農・経済事業改革の取組につきましては、本
日もご報告ありました、ＪＡ越後さんとう等の事例をＪＡ全体のものにして

いく取組を進める体制を作っていくことであろうかと思います。最後に５点

目ですが、情報公開と組合員とともに考える仕組みを作っていきたいという
ことが５つの戦略であります。

具体的な改革内容でありますが、以下６点にまとめております。３ページ

。 、「 」に具体的にポイントを記してみました 第１点は 営農指導事業の見直し
でありまして、マーケティングに基づいた販売革新に重点化していくという

ことでございます。販売革新ということでございますが、消費者の視点での

市場シグナルを生産現場にキチッとつないでいくということで、それに基づ
きまして地域の土地、農業者等の経営資源を組織化していくことだと思って

おります。第２点は「農産物の販売事業戦略の見直し」でありまして、消費

者との接近を図るため、市場販売まかせの販売戦略から地産地消など消費者

への直接販売や小売・外食等との契約栽培などの直接販売に転換していくこ
とでありますし、ＪＡブランドの信頼確保の観点からＪＡにおいて原則輸入

農産物を扱わない運動を提起していくということであったり、さらに、全農

はＪＡの販売を支援するための、量販店等に対する総合販売へ重点化してい
くということであります。代金決済や需給調整については効率化を図るとい

うことでございます。第３点は 「生産資材コストの引き下げ」でありまし、

て、ＪＡグループの生産資材コストの大半を占めます配送の合理化に取り組
み、物流拠点を１ＪＡ１拠点以下に集約するということであります。仕入の

、 、合理化 大口利用者や集団での一括購入に対するメリット還元でありますが

これはいわゆる大規模・法人経営等に対しまして 「平等から公平へ」とい、
うことを具体化していくということであると思います。それから、本日もあ
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りましたが、競合店に対抗できる弾力的な価格設定を実現するということも

大変重要なことであります。第４点は 「生活購買事業の抜本的な見直し」、

でございまして、統廃合基準を明確にして、地域環境と組合員の意向を踏ま
え恒常的な赤字店舗等の撤退など生活店舗・ＳＳの統廃合を実施します。先

程も戦略として申し上げましたが、店舗等の運営については提携と外部化を

実施したいということであります。４ページに入りまして、第５点は 「営、
」 。 、農・経済事業の改革の難しさ であります 信用事業改革とは異なりまして

地域の自主的な改革が基本になっていることから、容易に改革が進まないと

いう部分があるわけですが、全合併ＪＡによる取組を促進するために、中央
会が中心となり改革指針を策定して、一体的かつ統一的な取組にして参りた

いということでございます。第６点は 「改革の進捗管理と評価」でありま、

す。数値目標の設定と、定期的な進捗管理を実施していこうということであ
ります。なお、別途、若干分厚い資料の中では、年次目標や数値目標を設定

している部分もありますが、更に検討の上、具体化していくということであ

ります。改革の評価手法についてですが、部門別の収支改善状況の他に、財
務的な手法だけでなくて組合員や消費者に十分な満足度を提供しているかど

うかという総合的な評価手法も検討して導入していきたいと思います。最後

に、改革を進める上では、役職員の意識改革と常勤役員等によるトップマネ
ジメント機能の発揮、担い手・女性の経営参画が不可欠でありまして、以下

４点の業務執行・組合運営の強化を図っていくことにしております。私から

はとりあえず以上であります。
今 村 座 長：はい、ありがとうございました。田林理事長よろしく。

田林理事長：１０ページに「全農の事業改革についての考え方」がございます。このあ

り方研や農業者・消費者から提起されている課題を４つに整理しておりま
す。今申し上げました 「早急な信頼回復と安全・安心を中心とした消費者、

ニーズへの対応、そのための全農の体制整備 「組織・事業のスリム化 、」、 」

「生産資材価格の引き下げ 「担い手への対応強化」の４点に整理ができ」、
るのではないかと思っております 大変な事業環境の変化に対応できず 平。 、「

等」を前提としてきたこれまでの事業方式が限界に来ている。この点を認識

して、全農は１３年以降中期事業構想を策定して事業や組織の改革に取り組
んできましたが、改革のスピードが十分ではなく、外部に見えにくいことも

ありましたので、今後は、これまでの方式（３段階、集荷中心の販売事業、

一律的な事業方式）を抜本的に見直しまして、正直、誠実、そうしたことを
基本とした事業運営とコンプライアンスによる社会的信頼の回復、さらに計

、 。画的に改革を実践し とくにこれから情報開示に努めたいと思っております

１５年度から始まる３か年計画、私が先程申し上げましたことは、次のと
おり計画をして、今、策定中でございます。１つは 「消費者の要望に応え、

た安心・安全な国産農畜産物の販売と信頼回復のための体制整備 、全農安」

心システムの取扱拡大、ここにある品目で現在、量販店、生協、百貨店等の

間で、約４０億程度の実績をもっておりますけれども、認証の能力等で、要
望が非常に強いにもかかわらずそれ以上拡大できない状況になっておりま

す。この３年間で１０倍以上に能力をアップさせて、３００億円以上安全・

安心の売り上げを伸ばしたい。それから、集荷中心の販売から、実需者を意
識した相対取引など直接販売を拡大していきたい。それから、ＪＡ直売を補

完する国産農産物の直売施設を地方の県庁所在地等を中心に設置していきた

い 「コンプライアンスの徹底と現場に対する監督の強化 「組織のスリム。 」。
化と生産資材価格の引き下げ」では、３年間で３０００人の要員削減をし,
て、改革の効果を上げていきたい。これをＪＡのメリット還元あるいは情報

システムの確立による県本部、全農、ＪＡとの事務の連動化に活用していき
たい。物流合理化で、物流拠点を現在６０ヵ所を１５０ヵ所程度に設置した
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いし、１県１農協については、確実にこなしたい。つまり全県で確実に１ヵ

所はやっていきたい 「アラジン 、海外で開発した肥料の価格を更に引き。 」

。 、 、 。下げたい あるいは 農薬の開発をもって 競争力のある価格を設定したい
生活事業、燃料、ＳＳや店舗については、事業システムを変えて、広域化あ

るいは広域会社化あるいは農協のＳＳや店舗の全農による運営受託などをや

っていきたい。協同会社を半数程度に再編する。最後は、担い手対応でござ
いますけれども、価格について、担い手価格を設定していく。これはＪＡグ

ループ全体、農協も県連も含めて手数料問題等も考え、調整しながら、担い

手に喜ばれる価格を設定していきたい。販売の方においても、大規模農家、
生産法人の生産物を全農が売るよう協議をして参りたい。かような考えでご

ざいます。

次のページは今のことを概念図にしたものでございます。１２ページの３
か年基本計画の冒頭、正直で誠実な運営とコンプライアンスによる社会的信

頼の回復を基本としてこれからも実践してまいりたいということ、その次の

ページは、今までの中期事業構想と環境の変化に基づいて３か年計画をどう
、 、 。組み立てていくか 今 私が表現したことを図で整理したものでございます

以上でございますが、お手元に委員限定資料ということで、高度化成の原

価構成比率というものを提示させていただいております。委員の方々から主
力の取扱品目の内容を少し公開してくれという要望がありましたのでこの資

料を用意したものでございます。一番左の国産化成、これが標準的な原価構

成でございます。これは、一般的なものでございまして、この製品コストを
何とか低減したいということで海外のヨルダンに系統工場を設置しまして、

輸入しているものが中央に描いたアラジンの原価構成でございます。コスト

低減によりまして一般品に比べて２０％安を実現しておりますし、更に右の
方に書いてありますのは、大規模農家に１０トン車満車で送るという条件を

前提に３０％安の価格を実現しております。このようなことを努力してやっ

てきましたが、他の資材につきましても、引き続き削減に努力をして参りた
い。表の中で主に手数料の削減、もちろん製造原価のところで海外で生産す

ることによる輸入原価の削減、国内における製造原価に対応するところでご

ざいます。物流費はほとんど変わっておりません。これは、一番左は工場か
ら県域拠点、真ん中は港からＪＡ、一番右は１０トン車満車を前提に港から

農家ということでございますので、それ程「足」が変わらないのが真ん中と

右でございます。一番左は、物流費は工場から県域拠点が１０、その上に県
内プール運賃で、これは拠点から農協へ配送するまでのことでございます。

それからＪＡ手数料のうちには当然ＪＡの配送経費が入っているということ

、 、 、でございますので そういう意味では 真ん中と右は変わっておりませんが
左の高度化成とアラジンとの物流費の関係は相当削減されているとご理解い

ただきたいと思います。

今 村 座 長：はい、ありがとうございました。時間の関係で大部はしょってお話した部

分がありますが、資料は随分分厚いものなんですけれども、それを含めまし
てどうぞご質問、ご意見どなたからでもどうぞ。

舘 本 委 員：山田専務の資料の３ページ 「ＪＡブランドの信頼確保の観点からＪＡに、

おいて原則輸入農産物を扱わない運動を提起していく 」気持ちとしては非。
常によくわかりますが、基本的には国民が必要とする栄養素は、おもてから

持ってこなければいけないと思うので、実際問題、これについては負けない

農作物を作ると言わないといけない。それと生産者が本当に国民の食べたい
ものをつくれば負けないのです。そうすれば日本の農業は絶対に負けない。

組織を守りたいという気持ちは非常によくわかりますが、やはり日本農業を

守ろうという観点から立つと、基本的には農協のあり方も全部守れると思う
のです。やはり負けない物を作っていく、必ずできますから。これだけの四
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季と水と土に恵まれていて、これだけの資質の国民を持っているのですから

絶対勝てるんです。だから負けない農作物を作る、そのためにどうするのか

、 、ということを 今こういった改革をやっていますと非常によくわかりますし
日本の農業のために変わってもらいたいのですけど、やはり生産者が、本当

にこれは私が食べたいなと言う物を日本の水と日本の土で作ったら、絶対負

けない物ができます。ここに端をおいてもらいたいと思います。
今 村 座 長：和田さん関連しますか、どうぞ。

和 田 委 員：今のお話の関連なのですが、本文４ページ 「全農においては国産農産物、

の販路拡大のために必要な輸入農産物の取扱に限る」ということですけど、
こういうものが例えばいく品目かで結構ですけど、どういうもがあるのかを

伺いたい。

今 村 座 長：わかりました。それでは舘本委員、和田委員のご質問に、山田専務、田林
理事長それぞれ、あるいは今井参考人も関係あるかもしれません。

山 田 専 務：基本的に、舘本さんのおっしゃるとおりだと思います。そういう決意で取

り組んでいくわけであります。ただ若干、書きぶりを要約しておりますので
解りにくいのですが、畜産の飼料穀物等は海外に依存せざるを得ない実態が

あります。生産資材についても海外から入れざるを得ない部分もあります。

加工ハムや乳製品等についてはどうしても国産だけでは不足する部分があり
ますので、そういった特定の製品についても、やはり入れざるを得ないとい

うこともあるのです。

しかし農協の店舗にわざわざバナナだったりグレープフルーツだったりを
置くことはないじゃないか、もう少し、国産のオレンジもあるわけですし、

それからリンゴもあるわけですから、そういう思想をきっちり打ち出してい

くことが大事ではないかということであります。
お手元の資料の１４ページに全農における取扱の輸入品目割合等も示して

いる訳ですが、なかなか簡単にいくものではないと思いますけれど、よくよ

く議論して、生産者の思いでもありますから、きちんと応えていけるように
していきたいとこんな意味であります。

今 村 座 長：関連ですか、どうぞ。

舘 本 委 員：本当に気持ちはよくわかる。グレープフルーツとかバナナを置きたくない
という気持ちは非常によくわかる。日本人が日本食を食べて６０歳くらいで

コロッと死ぬにはいい食事だったのです。ところが８２歳まで生きてしまう

と、日本の身土不二だけのものの考え方では難しいのです。そうすると、お
もてから良い物を持ってきて、７～８歳も違う健康年齢、健康寿命、平均寿

命を食べ物で補うという考え方を持っていないと日本農業そのものも見えて

こないと思うのです。だからグレープフルーツ、バナナの良いところを知れ
ばいい、知れば必ず勝てるんです。日本の農業のもの凄くいいところありま

すから、勝てる切り口が逆に出てきます。グレープフルーツを置くよりもと

いう気持ちはよくわかるんですけど、僕はやはり逆に置いた方が良いと思う

のです。勝てると思うのです。
今 村 座 長：ありがとうございました。舘本委員の御意見として承って、その他ござい

ますか、どうぞ松下さん。

松 下 委 員：今、全中の山田専務、全農の理事長からお話ありましたけれども、全農の
、 、問題は別と致しまして 山田専務の方のこういう改革についてですけれども

すでに実際行っている農協も相当数ある。これは当初、今村座長が２０％か

ら３０％はもう自分でやっているんだという農協もあるとおっしゃっていま
した。しかし農協ということになると一律に取り扱われるということがござ

います。農協というのは個々経営が別々になっているということを理解して

頂きたいということです。
そこで２年程前に、いわゆるＪＡバンクシステムを作って頂いて非常に計
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画的に、徹底していろいろ改革をやってきているということができておりま

す。こういったようなことを見ておりますと、経済事業においては、非常に

難しいかもしれませんが、一つの基準を全中なり県中で作ってそれを徹底し
て指導して頂く。これは非常に難しい基準になるかと思います。金融の場合

には一定の数字が出てきます。異なりますけど現在のＪＡバンクの中でも２

年連続赤字部門と深く認識しておりますから、赤字部門の解消とか、いろい
ろやっていくには組合員の理解が必要でございますが、これも話をしていけ

ばわかることかと思いますので、是非、全中の方を中心にしてこの具体案を

示して頂いて、全農協の底上げをして頂く。これが全体のＪＡの信頼に繋が
っていくことになろうかと思いますので、是非お願いしたいということであ

ります。以上です。

今 村 座 長：それでは、ご希望、御意見として承ります。どうぞ
品 川 委 員：冒頭、田林理事長から、この間の偽装表示の問題に関して、釈明頂きまし

たし、全事業の点検をなさるということですから是非それはきちんとやって

頂きたいと思います。或いは改革の見解の中でも、安全・安心の問題ですと
かコンプライアンス経営の徹底には触れられておりますが、もう一つ具体的

にお考えをお聞きしたい。

特にこの間の安全・安心に関わる消費者の不信を大きくしている出来事の
一つが昨年起こって判明している、無登録農薬なり違法農薬の流通、使用と

いうことがあるわけです。不幸にして大騒動になり、今はわりと冷静な捉え

方ができるようになっているかと思っておりますけどＢＳＥの国内での発生
があって、それについては、原因が明確になっていないけれども、肉骨粉な

り代用乳なりということが問題となっていることがございます。そういう問

題について、一方では行政の責任なり仕事なりがあるかと思います。同時に
同じくらい私としては、農協なり、全農なり、こういう事が起こらないよう

な仕事の中身を、どう作っていくかということが、安全と安心を確保する信

頼の回復に非常に重要な部分としてあるのではないか。その辺について具体
的にどのように考えているのかお聴かせ願います。

今 村 座 長：これはお二方、山田専務、田林理事長、主にお願いします。

田林理事長：まず無登録農薬の問題ですけど、色々お考えがあるのですが、基本的には
無登録農薬というものが売られる或いは販売される土壌というものがあると

いうことで、農業者の安全に対する意識の問題だろうと思います。これに対

してどんな栽培をしているのか、どんな農薬をどのくらい使っているのか、
こういったことをきっちり記帳するという運動が大変大切だろう、これは既

に全農では農協に向かって２０年前からこの運動の展開をしてきておりま

す。ただ、それが充分でなかったり或いは広く行き届かなかったりしている
面がありますので、改めて今のような状況を背景にしましてこの運動を強化

することは大切だろうと思います。

それからもう一つは、農業者が作った作物を現実的に安全かどうかのチェ

ックを、系統でやらなければならない。各地で農協、経済連或いは県本部を
含めて残留農薬の検査体制を強化しております。ただし、残留農薬があるか

どうかについての権威ある証明はなかなか全ての系統での分析機関ではでき

ない事ですので、とりあえず、簡易分析したものを、全農の分析センターに
集約するとか、或いは外部との契約を結んで、例えば権威ある分析センター

と契約を結ぶとか、そういった全体的な分析網を確立することで、現在、各

県或いは農協の間でも協議をしております。
それからＢＳＥ問題につきましては、原因究明について、これは最初に発

。 、 、生した欧州においてもなかなか判らなということでございます 今 ７頭目

８頭目の話が出ておりますけど、共通するのが代用乳ではないかということ
も報道されております。これにつきましては今のところ私共の考えにも、そ
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、 、 、うではないんじゃないか 代用乳を飲んできた子牛が 何十万頭もある中で

これだけが発生するということも疫学的におかしいのではないかというよう

なこともあります。しかし、今まで疑われていた、海外から購入していた動
物性油脂をやめまして、今は、全部、植物性油脂を使った代用乳に切り替え

ました。そういう措置も、行政との間でよく協議をしながら進めてまいって

おりますので、よろしく御理解を頂きたいと思っております。
今 村 座 長：ありがとうございました。松崎委員どうぞ。

、 、松 崎 委 員：この案を拝見致しまして いろいろと良いことが書いてあると思いますが

印象として非常に迫力が無いといいますか、本当に改革をする気があるのか
と感じます。

先程、輸入農産物を原則扱わないというのは、一番最初に目に付いた所で

、 、 、ございまして いろいろやって 表現上の問題というお答えだったのですが
むしろ本音が出ている感じが致します。先程申し上げましたが、これから国

際化の時代で避けて通れないので、国際的に競争するにはどうしたらよいの

か。ここのところに一つ焦点を当ててやっていかないと、改革案にはならな
い感じが致します。

それから、今の話で特に八女茶の問題でも、農協が個々に法人であるので

なかなかコントロールができないとか、今の田林理事長の話でも２０年かか
っても記帳がなかなかできないとか、そういうことでは、今度書いてもまた

同じことが起こるのではないかというのが我々の心配でございます。

一つお聞きしたいのが、八女茶の時にそこの責任者が、どのような責任を
とったのかをお聞きしたいと思います。

今 村 座 長：では、田林理事長。

田林理事長：処分の問題として理解してよろしいですか。現在、役員までは処分をして
おります。ただし、職員については、全国本部、県本部ともまだです。これ

、 、 、については手続がありまして たとえば賞罰委員会をかけたり かけた上で

個人の弁明を聞くなり、そういう制度、規定を持っておりますので、それが
現在まだ終了しておりません。しかし極力早くそれを終え、処分を発表した

いと考えております。

役員の処分は一番重いといったらおかしいのですが、辞任をされたのが全
農の副会長の出利葉副会長でございます。福岡県本部の運営委員会会長で現

場でそういう問題を起こしたことについて、大変申し訳なかったと、全農副

会長も道義的責任を感じて辞めさせて頂くという辞任理由でございます。木
下会長、種市副会長が減俸、代表理事２名及び全理事及び全監事が全部減俸

で程度の差はいろいろございます。

松 崎 委 員：処分されたことは、それは結構なことだと思いますが、前から役員の選任
の問題がいろいろ出ておりますけど、そういうものが一つ根にあるのではと

思いますので、この機会に、役員の選任、例えば、若い人を入れるとか、こ

、 、 、の前から 議論出ておりますけど そういうことを積極的にしていかないと

その時に処分しても、また、同じようなことが起こるのではないかという感
じが致しますので、これを機に若返りですとか、女性を入れるですとか、本

当に外部を入れるですとか、そういうことを積極的にやって頂ければと思い

ます。以上です。
今 村 座 長：御意見として、伺っておきます。それでは品川さん。

品 川 委 員：先程、田林理事長の方からご説明がありまして、それに関してもう一つ聞

きたいのですけど、無登録農薬、違法な農薬の問題についてですね、記帳運
動の話をなさいましたけど、私は、そういう農業生産者の問題というのはそ

れはそれであるかと思いますが、とりわけ、全農として、そういう無登録農

薬が流通していること自体についてどう考えるのかについてを重ねて伺いた
いと思います。
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今 村 座 長：では、田林さん。

田林理事長：無登録農薬が流通しているというのは、海外から輸入業者がそれを購入し

て日本の国内で販売していることが一つの事実であろうかと思います。
、 、 、その他に 表現が難しいのですが ある作物に農薬メーカーが登録を取る

たとえば大根に登録を取ると、大根は汎用性の大きな作物ですから、それに

登録を取って売る。ところがシソのような大葉はメジャーな作物ではないの
で農薬メーカーはシソには登録を取らないわけです。大根に登録を取った農

薬が場合によってはシソに使われる。大根に出る害虫も、シソに出る害虫も

、 、同じなわけで 効果が一緒ということは誰でもすぐ解ることなものですから
そういう風に運用してしまいますが、それは無登録農薬になる。これが、マ

イナー作物に対する登録の拡大をお願いしているところでございます。

この二つの要素が無登録農薬が流通している実態でございますので、海外
から日本で既に切れた農薬が入ってくることについては、そういうものを取

り扱わないように、そういうことが無いように取り締まって頂くことになり

ます。後の方は、シソには使うなという指導に限界がございますので、行政
ともよくお話をしながら、ある作物に登録した場合には一定の作物の幅の中

で使用ができるように法の運用と或いは安全対策を基礎にした法を作るとか

いうことを検討をして頂いてるところであります。
今 村 座 長：鈴木さん。

鈴 木 委 員：農業生産物についてはコストの軽減を図ることと効率化の問題にご努力頂

いていたり、或いは消費者ニーズの安全・安心に、また特別にご努力頂いて
。 、 、いることは大変敬服しております そして 販売事業についても努力したい

せっかく作られたものをいかに有利に販売するかということで当然のことと

思うのですが、その中で、山田専務がおっしゃられた、３ページで教えて頂
きたいのですが、一番上の営農指導事業のところで 「マーケティングに基、

づいた販売革新に重点化」ということの意味をご説明頂きたいのと、その下

の括弧の中で「全農はＪＡの販売を支援するため、量販店等に対する総合販
売へ重点化していくとともに、代金決済・需給調整については効率化を図

る 、これも当然でありますが、この場合は販売戦略はいわゆる地域のＪＡ」

を中心としてお進めになると、それをサポートするという意味であるのかと
いうことを教えて頂きたいと思います。

田林理事長のお話の中の１１ページですが 「相対取引による直接販売の、

拡大 、その下の「国産農産物直接販売施設の設置」ということで、前段で」
お伺いしたＪＡとの関係の場合と、仮にこれを直接おやりになると、新たに

販売経費なり販売投資ということが起こるのではないか、現在市場流通が中

心になっておりますが、その事につきましてお伺いしたいと思います。
今 村 座 長：２つご質問がありますが、では、山田専務。

山 田 専 務：販売戦略で販売革新でありますが、別の資料の３ページ、４ページにも載

せておりますが、まさに生産現場から消費者需要に基づいてきちっと作って

売っていくという意味あいでありまして、今おっしゃっていたように、ＪＡ
が生産している現場から売っていくという基本で対応していくことでありま

す。それから全農の販売でありますけど量販店等に対します総合販売という

のは、品揃えをして需要に応えていけるような仕組みであります。それから
すでに、全農は代金決済や需給調整を中心にした販売活動になっているわけ

でありますから、そこを中心にした取組にしていくという考えであります。

今 村 座 長：では、田林理事長。
田林理事長：今、全農が販売をしておりますのは、農協が市場へ出して、農協が県連を

通じて或いは県本部を通じて市場へ出して売る物と、農協から県連を通じて

全農の直販センター、市場を通さないで直販センターを経由して、量販店、
生協へ行く物と、全農の取り扱っている物はその２つでございます。市場に
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、 。 、行く物について 相対取引を強化したいということでございます なぜなら

農協は集荷をして市場へ出せば、それで販売行為は終わったと、今まで考え

ていたわけですけれども、随分議論をさせて頂きましたけれども、これでは
消費者のニーズ、本当に皆様が何を求めているのか市場の卸売の人たちに任

せている事になりますので、結局は産地は分らない。従って、市場を経由す

る物についても、市場の仲卸と直接お話をして商売をする、段々消費者の所
へ近くなるような所で商売をしていくこと、これを「相対取引の強化」とい

う表現をさせて頂いております。

それから国産直接販売施設をどうするのかＪＡとの関係もあるし金がかか
るのではないのかという事ですが、全体として販売については、多様な販売

方式、ＪＡ段階で直売所を設けたり、ＪＡ段階で店舗で直売コーナーを設け

たり、県段階でも直売施設を設けたり、今までの市場販売と全農の直販セン
ター以外の所の枠を拡大して、全体として国産農産物の販売強化を図ってい

く、それは元を正せば、生産者のためになっていくということですので、Ｊ

Ａとの関係について全農がそういう施設を作っても、先程申し上げたように
、 、 。県庁所在地等を中心とした 大消費地 中消費地というところが中心になる

現地の直売所や農協の店舗の売り上げに影響を与えることは、まず無いと理

解しておりますので、ルートを拡大、枝分かれをさせて、極力多くのルート
を作っていきたい、そういう趣旨でやっていきたいと思っております。

今 村 座 長：小林さん、どうぞ。

小 林 委 員：時間を頂きましたので、３点、現場の声という意味を含めて、私、果樹王
国山梨というところの１万人の農協の責任者の一人で、たまたま、皆様の方

から販売事業の今後の行き方の議論がなされておりまして、全農は、先程説

明したような方向で、視点を従来の市場取引から更に視点を広げてやってい
こうということでございます。

私もそのとおりだと思うのですが、果物でこんな例があります、小さな例

でございますが例としてわかりやすいので、お知らせするのですが、例えば
量のバランスですが、直販が一番良いのです。すぐ消費者に売ってしまうの

ですからロスが無くて一番良いのですけど、例えば、山梨県全体を考えてみ

ますと、町村長さんや県会議員の先生方とかなり議論したのですけど 「直、
販をやれ 「観光農業をやれ 「市場流通はもう駄目じゃないか」という」、 」、

意見がございました。しかし、実際に桃の出荷量を見ますと、山梨県では桃

が１日に農協に１２００トン出るのです。１２００トンというのは箱に換, ,
算しますと１箱５キロですから、２４万ケースなんです。山梨県に共選所が

いくつもありますけど２４万ケースいずれにしても、そこの農協へ出荷され

るわけです。それを町長さん方は、直販でやれとおっしゃるのですけど、こ
れはやっぱり大変で、理事長おっしゃったように、複合的に農家のために販

売の視点を、もうちょっと拡大して頑張るべきであると私は現場の責任者と

して思っているのです。量の関係を申し上げますと、今日２４万ケース売っ

て、また明日２４万ケース出るんです。それを今、ＪＡがやっている。山梨
県なんかでも県会議員の先生や町村長方がＪＡがおかしな売り方をしている

から、駄目なんだと怒られるのですけれども、町長さん方に、一日に桃がど

れだけ出るかご存じですかと伺いますとそんなに出るのかということなんで
す。直接販売やゆうパックでやっても良い、現にやっているんです。私共、

単位農協で１００億ぐらい果物売っているんですけれども、その大多数、市

場の皆様にお世話をかけて販売している。
ただし最近は、サクランボが良い例なんですけど、郵便局が注文を取って

くれて、千葉だとか埼玉だとか注文を取ったものを、あらかじめ私共に発注

してくれ、それを送る、１年にだいたい５万ケースぐらいは郵便局を通じて
ゆうパックという形で売る。或いは直販もやる。或いは観光農業も一生懸命
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、 。 、宣伝して サクランボ狩りに来てもらう サクランボ狩りの例を話しますと

サクランボ狩りはその市場の方に言わせるとですね、残ったら市場に売るん

だという形になってしまうので、誠に手前勝手な販売方法。サクランボ狩り
に、だいたい私共のところに８万人ぐらいが大型バスで来てくれるので、だ

いぶ売れるだろうなと思うのですが、客単価５ ０００円なんです。入場料,
が２ ０００円、お土産が３０００円です。一人５０００円落としてくれ、, , ,
８万人来てくれるので４億円です。私の地域のサクランボがトータルで２０

億円あるんです。２０億円の中で、なるほど観光農業で、お巡りさんが交通

整理するくらい賑やかでも、そのレベルの売り上げです。これはただ売る買
、 、 、うでなくて 能率的にも 要するに観光で持っていってくれるわけですから

そういう点の計算も出てくるのですけれど、いずれにしても、全体量を一つ

。 、のものでこなすという時代ではないと思っております 多面的な販売方法を
、 、田林理事長は主張されている 私は全く現場の声としてそうせざるを得ない

組合員のものをどのようにして有利に販売するかが私共の仕事でございます

ので、実例として申し上げました。ご理解頂きたいと思います。
舘本先生から先程、負けないものを作れば良いじゃないかと、これ、良い

例があるのです。１０年ぐらい前にカリフォルニアからサクランボが来ると

いったら、私共の気の早いおじさんはノコギリを持っていってサクランボの
。 、 、 。木を切ったというんです それで今 結構戦ってみたら 絶対負けてません

カリフォルニアのサクランボと日本のサクランボは全然違うのです。全然負

けずにサクランボ売っております。先生のおっしゃるとおり頑張れば対抗で
きる、そんな風に思っております。

もう一つは、農薬の関係ですが、理事長が記帳点検運動をやっていると、

現場で私共個々の農家が全部調査を開始しております。余計な農薬は、この
際、古くて置き忘れたような農薬もあるので、一切整理して、きちっと記帳

もしよう。そういうことで、記帳の方法も、組合員の方へ伝達してきたので

す。正月休みの間、皆整理してるはずなのです。だから、実行するというこ
とは全国の農家が皆でやらなければ、全く口で言うだけでは駄目だと実感し

ておりますので、きちっとやりたいと思っております。よろしくどうぞ、あ

りがとうございました。
今 村 座 長 ：有塚さん

有 塚 委 員 ：簡潔に意見として２つ申し上げておきますが、今回の農協の営農経済事業

、 。の改革は 原則的に農協系統が自主的に取るべき課題だと認識しております
ただ今までに多くの意見をいただいておりますので、十分にこれを参考にし

てまいりたいと思っております。また今回の全農の不祥事の問題については

同じグループの一員といたしまして非常に遺憾なことであります。一刻も早
く消費者の不安を払拭するために、分かりやすい改革に早急に取り組むこと

が重要だと思っておりますので、今回提案されております全中・全農の考え

方を、早急に具体化していく必要があると思っております。

２つめに、今までこの場で議論されたことで、私どもの北海道農業や北海
道のＪＡグループの実態とはかなり異なっているような状況が多く見うけら

れます。その改革を実現するためには、その違いを前提とすべきだと思って

おりますし、北海道らしいＪＡ改革指針を、私どもの中央会を中心として作
っていきたいと思っております。そのためには、全国一律でなく、実態に即

した取り組みが必要と痛感しておりまして、考え方２点を申し述べさせてい

ただきました。
、 、 、 、水 谷 委 員 ：いろいろ御説明いただいた中で 後継者の問題 農薬の問題 輸入の問題

このへんひっくるめてなんですが、結局、後継者ができるかできないかとい

うのは儲かり方次第だと思っています。儲かってしかたがないのなら後継者
はできます、しかし儲からないところはいくら無理したって後継者はできな
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い。だから農業やれば儲かるということにならないといけないと思います。

ところが全農も全中も、実際には平等主義でやっている。平等主義から変

わるという御説明もいただいたのですが、平等主義というのは底辺を上げる
ということにどうしてもなるんで、その努力は実は空しいんじゃないかと思

います。

どういうふうにお考えかは知りませんが、多くの農協は、既に全農や全中
を離れているんじゃないでしょうか。良いところはどんどん自分でおやりに

なっている。そういう現状があるんじゃないかと思うんです。先ほどの農薬

の関係で農林大臣からお叱りを蒙った「しっかりしろ」と全農に言われたと
理事長から責任感あふれるお話しをいただいたのですが、ほんとに責任を果

たせるかどうか、それだけの権限があるのかどうかが問題です。記帳運動２

０年かかっても浸透できない。これが現状だろうと思います。実はそこまで
の権限を与えられているんだろうか、与えて良いんだろうか。むしろそうい

うことを言うことによって農林大臣が自分の責任を回避しているに過ぎない

のではないでしょうか。そんなことは責任が取れないんだということを農林
水産省は本当は言うべきじゃないか。

それは個々の農協が責任を取るべきであるということでありまして、九州

のある農協がそれで潰れてしまう、全員失職する、これが本当の責任だと思
います。それにも関わらず、なにか「全農が責任を取る」ようなことを言う

んで責任感が薄れてしまうんです。これは本当じゃないと思うんです。甘や

かしというのが日本の農業をおかしくしたんじゃないか。だから農政の基本
。 、的な問題だと思います もっともっと自己責任というのは厳しいものでして

「どんな農薬を使おうがなにしようが勝手ですよ 「どうぞ潰れてくださ」、

い、救いませんよ」と言うべきではないでしょうか。救いすぎる。農政全体
、 。が そのために本当にやって行けるような農業になっていないんじゃないか

本気になって皆がやれば輸入品に太刀打ちできると思います。ところが弱

いところを救う努力だけをしている。その大きな方向が違うんじゃないだろ
うかと思うのですけど、その辺のお考えを専務、理事長、お答えいただけれ

ばと思っています。

今 村 座 長 ：山田さん
山 田 専 務 ：農協の存立につきましては、最初に申し上げましたように元々小規模自作

農が協同活動、それも一人一人が一票の平等の権利を持って参画して作り上

げていくという取り組みで誕生してきております。そして、そのことは、か
つては大変大きな生産力を上げる力になったと思っております。たしかにこ

こに来て大きく様変わりし、兼業農家の為の農協になっているんではないか

という御指摘は、たしかに当たっていると思っております。ただ、地域の中
において 意欲のある農家 たとえば自分はこういうことをやりたい 農、 、「 」、「

業についてこうやりたいんだ」という農家をどんなふうに底上げしていくか

ということは大事なことでして、そこは取り組みます。

越後さんとうの御報告にもありましたように農家を６つのグループに分け
て、担い手に育て上げるのか、それとも集落営農等でやるのかという多様な

取り組みを農協はやっております。

たしかに農協の場合、大規模な農家だけを対象として事業をやるというこ
とが、なかなかできづらいと言いますか、そんなふうな運営になっていない

という部分の限界を持ちながらも、それぞれの農家をグループ分けしながら

育てていく、事業についてもそうしたグループ毎の農家の要求に答えられる
ような転換を相当やっている事例があるわけですが、さらに具体化していき

たい。すでに地域では担い手が少なくなり、そのことを、組織の組合員に提

案しても、実態として組織の中ではきちっと通っていく 「こういう農家を、
ちゃんと育てないと地域の農業守れないぞ」という環境ができておりますの
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で、その中でメリハリの利いた仕事にしていこうと考えております。

今 村 座 長 ：田林理事長、なにかございませんか。

田林理事長：農協で起こる問題について、そこまで全農が責任を持つ必要ないんじゃな
いかという意見には全くその通りというふうに私は考えています。全農と農

協は法人として違うわけです。農協は組合長が居られて一つの法人として成

り立つ、その農協が全国で出資をして全農ができている。したがって全農に
とってみれば株主であり、取引においてはお客様、経済事業においては、そ

ういう状況になっているのですから、一つの法人で色々問題が起こったこと

について全農は責任は負わないと。ただし、先ほど私が申し上げた株式会社
とは違って、なかなかスピード良く施策が行かないということは、そういう

法人の分かれ方と協同組合の原則で、協議し納得し施策を遂行する、という

ことが前提であります。
そういう意味で、株式会社の社長が一声言えば、明日からその方向を向く

ということになかなかなりきれない。これは民主的な運営をそれなりにして

、 、いるということなんでしょうが 現代のスピードには合わないわけですから
、 、 、そういうことは 行政の指導もいただきながら 経営管理委員会を入れたり

あるいは外部からの専門職の方の役員を入れたりしながら経営についてスピ

ードアップを図っているということでございますので、よろしく御理解をい
ただきたい。

野 村 委 員 ：意見として聞いていただければ構わないんですけれども、今、いろいろ農

業の現場の状況を見ていますと、農協がやっている様々なサービスあるいは
売買行為は相当厳しい競争の時代に入ったと感じます。従いましてそういう

中で、どういう活動をしていくのかということがこれからの改革の要点じゃ

ないかと思うんですが、その中で特に、農業者と消費者の距離を近づけると
いうことを仰ってましたが、私もその通りだと、非常に重要な点だと思いま

す。 もう一つ、地域の単協の自主性を重んじることを基本に、全国団体あ

るいは県団体、その他の組織とどう関連付けていくか、どう役割を担ってい
くかということを先ほど申しました、競争の時代に入ったんだということを

前提に、くみ上げるべきではないかと思います。

今 村 座 長 ：はい、じゃあ御意見として。和田さんどうぞ。
和 田 委 員 ：何点かありますので簡単に申し上げます。先ほど私が国産農産物の販路拡

大のために必要な輸入農産物の具体例をちょっと伺ったんですけど、私が今

思い出しますのは、オレンジの自由化が問題になった頃に、非常に有名な柑
橘の産地、それから果実飲料の生産工場を見学に行きましたら、オレンジの

市場開放反対の物凄い運動の中で、バレンシアオレンジの大きな濃縮果汁の

缶が置いてありまして 「使っていらっしゃるですか？」って言ったら 「使、 、
ってる」と「フレーバーのために要ります」と、別に隠してらっしゃる訳じ

ゃないんですけども、非常に違和感を持ったのを覚えております。

商品のために必要なのであれば、情報として表示も含めて、これは果汁だ

けの問題ではありませんけれども、こういう必要があるからこういう物を輸
入して使っているという情報は正確に出していただきたい、ということが１

点です。

それから２点目は、それに関連して畜産の飼料は１００％輸入だと仰いま
したが、その実態は知っておりますけども、それをなんとかできないかとい

うのを、できないと割り切らないで、考えて行く必要があるんじゃないかと

思います。ただし、これは飼育方法まで含めて考えて行く問題であって、決
して飼料だけを取り出していく問題ではないと考えておりますので、農協の

問題でもあり、行政の問題でもあるということだと思います。

それから、先ほどＢＳＥの問題が出まして、７頭目が出て、非常に共通点
があるけれどもまだはっきりした経路が明確になっていないということで
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す。今、トレーサビリティが 「これさえあれば」というような期待を持っ、

、 、 、て 予算が多く出されて色々検討されたり 実施に移されていますけれども

トレーサビリティが実施されれば今後、このようなＢＳＥみたいな事態が起
こるのは困りますけれど例えば肉骨粉なのか代用乳なのか、どこの肉骨粉が

問題なのかというようなことが分かるのかどうか、これは意見ではなくて御

返事を頂きたい。トレーサビリティ万能のように言われてまして、これがあ
れば消費者の安全に、安心に繋がるというような言い方をよくされるんです

けれど、元々の栽培方法なり飼育方法が消費者が納得のできる、安心できる

ものでなければ、そのあといくらトレースされたって、安心・安全には繋が
らないということを申し上げておきたいと思います。

それと農薬の問題ですが、無登録農薬、この対象の拡大ということ言われ

ましたけれど、あまり安易に対象の拡大ということは、また別の問題がある
。 、ということだけ申し上げておきます そして無登録農薬の問題が出ましたら

今、特定農薬というのが出てきまして、アイガモとか牛乳とかお酢とかそう

いうものが登場しておりますけれど、有機農業の方たちに伺いますと色んな
問題が出ております。今日は多く述べる場ではありませんけれども、有機農

業の方たちが色々な工夫して何とかやって行こうということの芽を摘むよう

なことの無いような、これは主に行政の領分に申し上げることです。
もう１点、いままでお話し出てませんのは、本文の９ページですが役員の

不正に対する対応、これは、いわゆる内部告発の問題です。今までの色々な

不祥事の非常に多くが内部告発によって明白になっているという状況を見て
おりまして、今、国民生活審議会でも公益情報保護制度ということで検討が

始まろうとしてますが、ここに書いてあるような「職員から常任監事へのヘ

ルプライン」というのも、これもこの表現どうなんだろうなと思いながら見
ておりましたけれど、これで本当に役が果たせるのかどうかというようなこ

との少々疑問を感じていると。以上でございます。

今 村 座 長 ：ありがとうございます。４つほど論点が出ました。ただＢＳＥについては
見たところ誰も専門家がいないので別の機会にしていただけませんか。いく

。 、らなんでも山田さんも田林さんもちょっと無理だと思いますので その上で

山田さん、田林さん、それぞれ必要な点について。
山 田 専 務 ：率直に言いまして、輸入農産物の取り扱いにつきまして、和田さんが経験

されたオレンジジュースの件については間違い無くそういうふうなことだと

思っております。ただし、最近は、あの時代から比べて圧倒的に良い品種、
多様な柑橘が開発されて国産でも大変美味しいものができてくるようになっ

たわけですから、バレンシアオレンジを入れないと良いジュースが作れない

という時代ではない訳であります。そういう面で国産ジュースの取り組みを
具体的に展開するということが必要だと思いますし、表示は当然しないとい

けないわけですし、表示を徹底するということだと思います。

それから飼料依存の問題ですが、例えば飼料では穀物飼料もありますが一

方で粗飼料もあるわけで、国産では粗飼料の供給をどう強めるかということ
が最も大事なことであります。例えば稲わらにつきましても、中国、韓国、

台湾から入っていますよということでは到底説明がつかないと思ってまし

て、コストの問題があったり色んなことがあるんですが、しかしそれは国産
で１００％供給していくんだぞということで、取り組みを強めているところ

でありまして、随所に、そういった工夫が必要ということであります。

それから先ほど松崎さんからもお話しありました関係で申し上げますと、
実は我々先ほど輸入農産物の取り扱いを行わないと言いましたが、それは海

外からの農産物の不買運動を我々がやるという訳では決してありません。例

えば、加工ハムなんかでは品質の良い特異な部位を輸入して、国産ときちっ
と合わせて美味しい物ができるという例があるわけでして、不足なものは不
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足な物として入れていかざるを得ないと思っております。当然それについて

は表示するということだと思います。

ただ、この中に書いてある方針は、この前のチキンフーズの問題があるわ
けで 「国産だ」と言っておりながら「実は外国産が入ってましたよ 、こ、 」

れはもう絶対説明がつかない訳であります。そんなことはもう止めようとい

うことでありますし、それから例えば漬物とか野菜の加工品がありますが、
地元で作れるにもかかわらず、努力すればですね、コストが掛かるかもしれ

ませんが可能なんです。しかし安いからということで安易に輸入業者から中

国産を入れて加工している 「こういう物を取り扱って農協の店舗に置くん。
ですか 「いやこれは違うでしょう」という意味合いで申し上げている訳」、

で、なかなか簡単にできないかもしれません。例えば加工施設をどんなふう

に維持していくかということになった時に原材料確保のためには一定程度ど
っかから入れざるを得ないという問題を抱えているかもしれませんから、そ

ういう部分を十分点検しながら、国産農産物の取り扱いを拡大していく。ま

、 、た 精神的には取り扱わないという取り組みを思いきって提起してみようと
こういう意味合いでありますので、どうぞ御理解いただきたいと思っており

ます。

それから、役員の不正等に対する対応ですが、それこそ多様な方法を取っ
ていきたいと思っております。一つの方法ではなかなか難しいということで

して、先ほどから御指摘ありますように、外部の役員を入れていくというこ

とで、相当変わってくる部分もあったりする訳ですし、それから実はここに
問題があるんじゃないかっていうことは、我々中央会の立場からも観ておれ

ば分る部分もあるわけですから、そういう部分は、農協の常勤監事と中央会

が、連携した取り組みをやるということ等で、色んな手法を準備して、取り
組んでいきたいということであります。

今 村 座 長 ：じゃ時間の関係で田林さんはよろしいですね。その他、どうぞ小林さん

小 林 委 員 ：口下手ですから急いで申し上げましたんで、さっきサクランボの話をいた
しました。カリフォルニアから入ってきた時にはサクランボは勝ったよと。

しかし、全ての物にそうだとは思っていない。たまたまサクランボは勝てま

したという経験が有りましたと申し上げた。全ての農産物についてみな勝て
るぞということではないし、また勝たなきゃいけないとも思っている。山田

専務の仰るとおりだと思っております。修正してください。

小 島 委 員 ：希望ですが、先ほど玉造さんが仰いましたけれど 「１０％の総利益率で、
」 。 、やれるような卸小売はない ということを仰いました その点ともう一つは

「いろんな商品についての粗利ミックスを考えなきゃいかん」と、それでや

っていかなきゃ商売やっていけるはずがないということを仰いました。この
２つについて全農として十分に考えていただきたい、ＪＡとしても考えてい

ただきたい。

それを考えるためには今度の座長の質問には直接は出てなかった訳ですけ

ど、今の県連あるいは県本部、その上の全農との関連、こういうその経営組
織と言いますか、ガバナンスの問題というのか、はたして良いのかどうかそ

ういう点について十分に考えていただきたいのと、それから、購買と販売に

ついてあるいは信用事業について総体としてやっぱりＪＡってのは強くなら
なければ基盤を失う、強くならなければいけないわけでございますから、総

合的に考えていただくっていうことが非常に重要になってくると、この２つ

だけを申し上げておきます。
今 村 座 長 ：これ基本問題ですから、今日のところはよろしいですか、お答え頂きます

か。

小 島 委 員 ：けっこうです。
今 村 座 長 ：では御意見として、基本問題ですから。岸さん
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岸 委 員 ：まず、理念の問題ですが、山田さんの説明の一番最初の所に４つ枠で囲ん

、 、 。で ４つ理由がありますけれどね 農協はやっぱり経済事業体な訳ですよね

ですから、理念をここに入れていいのかどうかとか若干疑問がありますけど
も、最大限努力をして、組合員と消費者に経済的メリットを提供するってい

うことをきちんとどっかに入れなくちゃいけないんじゃないかということを

感じました。これ理念と言えるかどうか私もちょっと迷いますけれども、そ
のことが１点。

それから２点目は、改革の推進のエネルギーと言うかエンジンみたいなも

のは何なのかということを考えているわけです。先ほど有塚委員とか水谷さ
んも仰いましたが、要するに自己責任でやらなきゃだめなんだということを

良く仰ってた訳ですね。このことは前に 「農協系統の事業組織に関する検、

討会」でも議論しましたが、信用事業とか共済については法律でやれるけれ
ど経済事業は基本的に自己責任という訳です。それでなかなか改革が進まな

いのは何故かという問題です。

実は今村座長が最初に仰ったように、たとえばここにいらっしゃる単協の
方々の所ではみんなもうやっているわけです。だけどやってない所が非常に

大きく出てしまう。それが農協全体のことのように皆が受け取るということ

があるんですね。だからこのまま行きますと、田林理事長は辞表を何枚持っ
てもたまらないようなことに成りかねない訳でありまして、なんとしても全

体でもってやらなきゃいけないというのは協同組合の難しさだと思うんです

よ。
それで、その進め方の第１点は、基本的には情報の公開なんですね。それ

、「 」 、は山田さんの書いたペーパーに 組合員と一緒に考える と書いてますが

ここに「消費者と一緒に考える」とか、あるいは「実需者と一緒に考える」
ということを入れた方がいいんじゃないかと、そういう姿勢が大事だと思い

ます。今度、全農が役員会に消費者代表を入れましたが、あのことを非常に

高く評価しているんです。そういうことをもっとやっていく必要があるだろ
うということが１点。

もう１点は、役職員の意識改革なんです。これについては、本文の７ペー

、 、ジの業務執行体制の所で書いてあるんですけど これは大きな問題であって
第１回目に「農協は決めるけども行わないと揶揄されてる所がありますよ」

ということを申したんですけど、やっぱり決めたことはちゃんとやると、今

井さんが仰ったとおりなんですね。できるまでやるってことをやらなければ
いけないと。そういう体制は結局教育ですね。

、 。もう１点は そういうことをちゃんと取り上げていくようなシステムです

先ほど和田さんが仰った不正に対する告発も１つですけども、もっと前向き
に、改革に対する提案がどんどん出てきてそれを取り上げていくシステムが

必要です。その部分がちゃんとできるかということで読んでみますと、ここ

に 有能職員を活用する人事システム と書いてあるんですよ ところが 有「 」 。 「

能」というのは、しょっちゅう間違えられるのは、たくさん物を売れば有能
じゃないかという感じですが、この場合の農協における経済事業の有能さと

いうのはそれだけではないだろうと。特に今の時点ではどういうふうに国民

的な理解を得ていくかとか、そういう改革の視点というものを大きく評価す
るような内部システムが大事じゃないかという気がします。大体のことは上

手く書かれていると思うんですけど、そのことをちょっと付け加えておきた

いと思います。
今 村 座 長 ：はい、ありがとうございました。大変貴重な御意見いただきまして。松崎

さん

松 崎 委 員 ：この改革の中で、改革の進捗管理と評価ということで、数字でもってやっ
ていくと、大変結構なことなんですが、今日まとまったところで、本来なら
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ばトータルの数字が出て、個々に数字が足し上げるとこうなるということで

ないと我々もなかなか理解ができないという感じなんで、これをどうやって

トータルにまとめる、今も岸さんから御指摘がありましたけれど、ほんとう
によくやってらっしゃる農協さんもあるし、なかなか進まないところもある

と、じゃあそれはどうやって進めていくのか、トータルとしての数字がどう

なのかと。ここが一番議論のポイントにならないといけないんじゃないかと
いうのが私の印象でございます。

今 村 座 長 ：ありがとうございました。その他。館本さん。

館 本 委 員 ：儲かる農業に本当にしなきゃいけない。これは国家ビジョンとしてきちっ
と出さなければいけないと思いますよ。それで、儲かる農業は出来るんです

よね。時間ありませんからあれなんですけども、それと先ほどの狂牛病の件

も、牛を飼っている人は自分の牛にどういう餌を食べさせているか知らない
と、餌屋から貰ったものをそのまま食べさせていると、これ自体がおかしい

んですよ。既に生態系が壊しているわけだから。生態系を壊したものはやは

りおかしいんだいうね。
もし、農協改革を本当にするんであれば生産者に対する教育ですよ。これ

を徹底的にすること。もしそれが出来ないとなれば外圧ですよ、外圧。ガン

ガン入れるぞと外国から。ガンガン入れて日本の生産者もしっかりしないと
日本の農業はダメになってしまうし、生産の場失うよと。で、その外圧に対

。 。しては日本人はものすごく強い遺伝子を持ってるんですよ 守れるんですよ

これは逆に応用しなきゃいけないと。ガンガーンとやってね。そいで教育を
やはりすることと、やはり責任体制は絶対にきちんとしないと、本当に負け

ちゃうと思いますよ。

今 村 座 長 ：ありがとうございました。まだ御意見あると思いますが、予定の時間をも
う過ぎたのですが、峰島さん御意見って言いますかコメントを頂ければ。

峰 島 委 員 ：各農協、ＪＡには理事会というものがございます。その理事会において色

々なことが決められております。私は、理事の資質の向上、理事の教育とい
う所にやはりＪＡ改革の根本的な問題があるんじゃないかと。非常に権限の

ある理事会、その理事さん達の資質の向上ということに、私は努めて頂きた

い、そう考えております。以上でございます。
今 村 座 長 ：ありがとうございました。まだ、これからやれば１時間２時間、質問とい

うよりも御意見がいっぱい出てくるとよく判っておりますが、時間の制約ご

ざいますので今日はこれで終わらせていただきます。ありがとうございまし
た。

この研究会は昨年の９月から始まりまして、今日まで５回続けてまいりま

した。また、参考人の方々の大変貴重な御意見、今日も特に今井さん、玉造
さんから貴重な御意見を頂きました。

これまで、多くの御意見を頂いたわけですが、そろそろ論点を整理して、

３月にはこの研究会の結論をまとめますので、次回に論点整理をしてみたい

と思ってます。で、私なりに考えた論点整理の進め方としまして３つの点を
念頭に置いております。

、 。第１は 第２回の研究会で整理しました論点項目に沿って取りまとめたい

これは当然のことだろうと思います。
第２に各委員の御発言、ヒアリングした参考人の御意見、それから系統団

、 、 、体から示された 具体的には山田専務 田林理事長から示された見解のうち

論点となると思われるものについて掲げる、あるいはどう実行するというこ
とも含めて掲げる。

第３は、農協と農林水産行政との関係について、農林水産省としての見解

をまとめてもらいたい。これは次回の論点整理の際には別途行ってみたい、
農協と農林水産行政との関係については別途行うにしても、これを全体とし
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て大きく３つの点に渡って整理をして、第２回研究会で整理しました論点項

目に沿ってとりまとめてみたいと考えております。

このまとめ方ついて何か御意見、あるいは御提案ございましたらどうぞど
なたでも。

岸さんどうぞ。

岸 委 員 ：ずいぶん議論したようですけど、もしかすると、こういうことは落ちてい
たということがあり得ると思うんですよ。それを事務局の方で気づいておら

れるか、座長が気づいておられるかということがあり得ると思うんですね。

だから論点整理の中に、ここに今まで出ていなかったけどもこれは大事じゃ
ないかと思われる点がありましたら是非出して頂きたい。

今 村 座 長 ：その他ございますか。特段ございませんでしたら以上のような観点で、事

務局に整理頂き、座長として検討しまして、座長とりまとめとしての論点整
理を次回に出して御議論頂きたい。併せて農協と農林行政との関係について

は事務局で整理頂きたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたしま

す。
それでは、事務局から連絡その他ございますので、お願いします。

協同組織課長：次回の日程でございますけども、２月２４日月曜日の午後１時半からとい

うことでお願いいたします。
３月の日程につきましてはまた御相談させていただきます。

今 村 座 長 ：それでは本日はどうもありがとうございました。特に参考人の４人の方々

どうもありがとうございました。では次回、是非ともよろしくお願いいたし
ます。


